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まちづくり委員会資料 

令和元年第３回定例会 専決処分報告の説明 

報告第１５号 

市長専決処分第６項 訴えの提起について 

まちづくり局 

１ 



 訴えの提起について 

１ 被告[家賃滞納者、不正入居者、高額所得者及び無断退去者]

No 区分 被告の氏名 居住の開始

１ 家賃滞納者 ＊＊ ＊＊ Ｈ15.２.１ 

２ 家賃滞納者 ＊＊ ＊＊ Ｈ22.11.２ 

３ 家賃滞納者 ＊＊ ＊＊ Ｓ48.５.29 

＊１ 滞納者の使用料の未払月数 最大２１箇月分～最小１４箇月分 

＊２ 滞納者の未払の使用料の額 最大１,６１６,２９０円～最小４９２,７５４円 

                    （延滞金及び使用料相当損害金を含まない。） 

２ 市営住宅の明渡しを求める理由等   

 ･ 使用料を３箇月分以上滞納し、かつ、市の納付指導にもかかわらず使用料を納付せず、明渡

請求以外に滞納解消が図れないと判断されたため【家賃滞納者】 

３ 市営住宅の明渡手続の主な経過 

対象者について、川崎市営住宅等明渡請求審査会に付議し、明渡請求を行う旨を決定した

後において、使用料滞納者にあっては、市営住宅明渡請求予告通知書を送付して使用料の納

付を求め、それでも完納しない場合は、市営住宅明渡請求書により賃貸借契約を解除し、市

営住宅を明け渡すよう請求した。 

№ 予告通知年月日 明渡請求通知年月日 明渡期限 訴え提起年月日

１ Ｈ30.８.16 Ｈ30.９.21 Ｈ30.12.21 Ｈ31.３.１ 

２ Ｈ30.８.16  Ｈ30.12.25 Ｈ31.４.12 Ｈ31.３.25 

３ Ｈ30.８.16  Ｈ30.12.25 Ｈ31.４.12 Ｈ31.３.25 

４ 訴え提起件数 〔参考〕     

平成２９年度 ２７件、平成３０年度 ２０件、令和元年度 ０件（５月末現在） 

２ 



初期対応（川崎市住宅供給公社）

催告（文書、電話、戸別訪問、面接等による納付指導）

対応（川崎市・川崎市住宅供給公社）

催告（文書、電話、戸別訪問、面接等による納付指導）　　

分割支払不能者

支払計画書の提出・履行

居住継続の意思表示

3

使用料を３か月以上滞納

支払不履行（滞納解消の見込みなし）

参 考

滞納による法的措置に係る手続きフロー

【建物明渡請求】

面談指導

不退去

明渡請求
　・予告通知書送付

（１か月半）

・明渡請求書送付
　　（契約の解除）

地方裁判所へ
明渡請求訴訟提起

滞納発生（滞納期間３カ月まで）

分割支払
（滞納解消の見込あり）

滞納解消
居住継続

強制執行（住宅明
渡）

即決和解申出
（滞納解消の見込あり）

和解条項不履行

不退去
任意退去
（明渡届提出）

簡易裁判所へ
即決和解申立

【即決和解】

【建物明渡請求訴訟】

＊和解調書
は確定判決
と同一の効
果がある。

＊高額滞納・滞
納常習者は即決
和解の制度を活
用する


